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議第８３号 

   各務原市学校施設整備基金条例について 

各務原市学校施設整備基金条例を次のように定めるものとする。 

  平成３０年１１月２９日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

 本市の学校施設の整備を円滑に行うことを目的に、学校施設整備基金を設置するた

め、この条例を定めようとする。 
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   各務原市学校施設整備基金条例 

 （設置） 

第１条 本市の学校施設の整備事業（学校の建物、設備、外構、工作物等の新築、増

築、改修、除却等をいう。第６条において同じ。）に要する資金に充てるため、各

務原市学校施設整備基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることが

できる。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編

入するものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、学校施設の整備事業に要する資金に充てる場合に限り、その全部又

は一部を処分することができる。ただし、都市計画税をもって積み立てた額につい

ては、学校施設の整備事業のうち都市計画事業に該当する事業に要する資金に充て

る場合に限る。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定め

る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。
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議第８４号

   各務原市国際交流振興基金条例を廃止する条例について

 各務原市国際交流振興基金条例を廃止する条例を次のように定めるものとする。

  平成３０年１１月２９日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

国際交流振興基金を廃止するため、この条例を定めようとする。

3



   各務原市国際交流振興基金条例を廃止する条例

 各務原市国際交流振興基金条例（平成元年条例第１８号）は、廃止する。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例の施行の際現に廃止前の各務原市国際交流振興基金条例の規定により設

置されていた各務原市国際交流振興基金に属する財産は、この条例の施行の日にお

いて、各務原市財政調整基金条例（昭和４９年条例第３１号）の規定により設置さ

れている各務原市財政調整基金に属する財産とする。

4



議第８５号 

各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部を改正する条例について 

各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

平成３０年１１月２９日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

提案理由 

公職選挙法の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、この条例を定めようとす

る。 
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各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部を改正する条例 

各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

（平成８年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「各務原市長の選挙の場合に限る。」を削る。 

附 則 

１ この条例は、平成３１年３月１日から施行する。 

２ 改正後の各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について

適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、

なお従前の例による。 
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議第８６号

   各務原市営墓地条例の一部を改正する条例について

 各務原市営墓地条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

  平成３０年１１月２９日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

 市営墓地内に新たに合葬式墓地を設置するため、この条例を定めようとする。
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   各務原市営墓地条例の一部を改正する条例 

 各務原市営墓地条例（平成８年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第１条の前に次の目次を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 一般墓地（第４条の２―第１８条） 

第３章 合葬式墓地（第１９条―第３０条） 

第４章 雑則（第３１条） 

附則 

本則（第１条から第４条まで、第１５条第１項第６号及び第１６条を除く。）中「墓

地」を「一般墓地」に、「使用者」を「一般墓地使用者」に改める。 

目次の次に次の章名を付する。 

第１章 総則 

第１条中「（以下「墓地」という。）」を削る。 

第２条の見出し中「及び位置」を「、位置等」に改め、同条中「墓地の」を「市営

墓地の」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 市営墓地に一般墓地（墳墓の設置のために区画した墓所をいう。以下同じ。）及

び合葬式墓地（一の墳墓に多数の焼骨（分骨を除く。次条、第４条の２第２号、第

５条第３項、第１９条第２号、第２１条、第２２条第２項から第４項まで、第２３

条第２項及び第２８条第１項において同じ。）を合同で埋蔵する施設をいう。以下

同じ。）を置く。 

第３条中「墓地」を「市営墓地」に、「祭祀」を「祭祀
し

」に改める。 

第４条第１項中「墓地」を「市営墓地」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中

「墓地を管理するため必要と認めたときは、第１項の許可に」を「前項の許可に市営

墓地の管理上必要な」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項及び第５項を削り、

同条の次に次の章名及び２条を加える。 

   第２章 一般墓地 

（使用の許可を受けることができる者の資格） 

第４条の２ 一般墓地の使用の許可を受けることができる者は、次に掲げる要件を満

たしている者とする。 

（１）第３条の祭祀を主宰する者であること。 
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（２）埋蔵前若しくは収蔵前の親族（民法（明治２９年法律第８９号）第７２５条に

規定する親族をいう。以下同じ。）の焼骨又は改葬すべき親族の焼骨を現に所有

すること。 

（３）現に一般墓地の使用の許可を受けていないこと。 

（４）現に合葬式墓地の使用の許可を受けていないこと又は現に合葬式墓地の使用の

許可を受けている場合（既に焼骨が第２１条第２号の合葬室に埋蔵されている場

合を除く。）でその使用に係る場所を返還すること。 

（５）現に合葬式墓地の生前登録（第２８条第１項の生前登録をいう。）を受けてい

ないこと。 

（６）前各号に定めるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。 

（公募） 

第４条の３ 市長は、一般墓地を使用させようとするときは、公募によるものとし、

応募者の数が当該募集に係る区画の数を超えたときは、抽選により許可する者を決

定する。 

第５条第２項中「市内に住所を有しない」を「本市の住民基本台帳（住民基本台帳

法（昭和４２年法律第８１号）に規定する住民基本台帳をいう。）に記録されていな

い」に改める。 

第６条第１項中「第４条第１項又は前条第１項」を「一般墓地の使用」に改め、「者

（」の次に「前条第１項の許可を受けた者を含む。」を加える。 

第１１条第１項中「第４条第１項」を「一般墓地に係る第４条第１項」に、「受け

た」を「受けようとする」に改め、同条第２項中「使用料」を「一般墓地の使用料」

に、「受けた」を「受ける」に改める。 

第１３条中「使用料」を「一般墓地の使用料」に改める。 

第１４条第１項中「使用料」を「一般墓地の使用料」に改め、同条第２項第１号中

「使用料 使用の許可の取消しを受けないで当該許可を受けた区画を返還した場合で、

当該」を「第１６条第１項の規定による届出をした場合において、使用の許可を受け

た」に、「ときは、既納」を「とき 既納」に改め、同項第２号中「管理料 第１２

条第３項」を「第１２条第３項」に、「使用の許可の取消しを受けないで当該」を「第

１６条第１項の規定による届出をして使用の」に、「場合は、その」を「とき その」

に改める。 

第１５条第１項第５号中「事由」を「理由」に改める。 
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第１６条の見出しを「（一般墓地の返還等）」に改め、同条中「使用者」を「一般

墓地使用者」に、「墓地の使用を廃止した」を「前項の規定による届出をする」に、

「により墓地」を「により一般墓地」に、「、当該許可を受けた」を「一般墓地の当

該」に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

一般墓地使用者は、一般墓地を使用する必要がなくなったときは、速やかにその

旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該届出に係る一般墓地

の使用権は、消滅する。 

第１６条に次の２項を加える。 

３ 市長は、一般墓地使用者が前項の規定による原状回復を行わないときは、焼骨を

無縁として処置し、及びその墳墓、墓碑又は形像類を移転することができる。 

４ 前項の場合においては、その費用を当該一般墓地使用者から徴収することができ

る。 

第１７条第１項第２号中「居所不明」を「所在が不明」に改める。 

第１９条を第３１条とし、第１８条の次に次の１章及び章名を加える。 

第３章 合葬式墓地 

（使用の許可を受けることができる者の資格） 

第１９条 合葬式墓地の使用の許可を受けることができる者は、次に掲げる要件を満

たしている者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、こ

の限りでない。 

（１）死亡者の親族で当該死亡者の祭祀を主宰するものであること。 

（２）埋蔵前若しくは収蔵前の親族の焼骨又は改葬すべき親族の焼骨を現に所有する

こと。 

（３）現に一般墓地の使用の許可を受けていないこと又は現に一般墓地の使用の許可

を受けている場合で一般墓地を返還すること。 

（４）前３号に定めるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。 

（使用権の承継） 

第２０条 合葬式墓地の使用権は、承継することができない。ただし、規則で定める

者が承継する場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する者は、合葬式墓地の使用権を承継しようとするときは、

市長の許可を受けなければならない。 

（埋蔵の場所） 
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第２１条 市長は、合葬式墓地の使用の許可の対象となった焼骨を、次の各号に掲げ

る期間の区分に応じ、当該各号に定める場所に埋蔵するものとする。 

（１）使用の許可があった日から２０年を経過する日までの間 納骨室（合葬式墓地

内において焼骨を個別の容器に納めて埋蔵するための場所をいう。以下同じ。） 

（２）前号に掲げる期間の経過後 合葬室（合葬式墓地内において多数の焼骨を判別

できない状態で埋蔵するための場所をいう。以下同じ。） 

（使用の制限等） 

第２２条 納骨室内及び合葬室内には、市長が特に必要と認める場合を除き、立ち入

ることができない。 

２ 合葬式墓地には、使用の許可の対象となった焼骨に限り、埋蔵することができる。 

３ 合葬式墓地の使用の許可を受けた者（第２０条第２項の許可を受けた者を含む。

以下「合葬式墓地使用者」という。）は、焼骨の埋蔵に際し、納骨室に埋蔵する焼

骨の容器（規則で定める基準に適合するものに限る。）を持参しなければならない。 

４ 前条の規定にかかわらず、他の墓地等（墓地又は納骨堂をいう。）から合葬式墓

地に改葬する場合は、当該改葬の際に前項の容器１個の容量を超えた分の焼骨を合

葬室に埋蔵することができる。 

（焼骨の返還等） 

第２３条 合葬室に埋蔵された焼骨は、返還しない。 

２ 合葬式墓地使用者から納骨室に埋蔵されている焼骨の返還の申出があった場合は、

当該合葬式墓地使用者に焼骨を返還するものとする。この場合において、当該申出

に係る合葬式墓地の使用権は、消滅する。 

（使用料の徴収） 

第２４条 合葬式墓地に係る第４条第１項の許可を受けようとする者は、使用の許可

の際、使用料を納めなければならない。 

２ 合葬式墓地の使用料の額は、納骨室の納骨棚１区画につき８万円とする。 

３ 第２２条第４項の規定による合葬室への埋蔵に係る合葬式墓地の使用料は、無料

とする。 

（使用料の不還付） 

第２５条 既納の合葬式墓地の使用料は、還付しない。ただし、合葬式墓地の使用の

許可を受けた日から５年を経過する日までに第２７条第１項の規定による届出をし

たときは、既納の使用料の２分の１の額を還付するものとする。 

11



（使用の許可の取消し） 

第２６条 市長は、合葬式墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、合葬

式墓地の使用の許可を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の行為により使用又は承継の許可を受けたとき。 

（２）使用の許可に付した条件を遵守しないとき。 

（３）第３条又は第２２条第２項若しくは第３項の規定に違反したとき。 

（４）墓地に係る法令の規定に違反したとき。 

（５）その他合葬式墓地を管理するために必要な指示に従わないとき。 

２ 市長は、前項の規定による許可の取消しを行ったときは、その旨を合葬式墓地使

用者に通知するものとする。 

（合葬式墓地の返還等） 

第２７条 合葬式墓地使用者は、合葬式墓地に焼骨が埋蔵されていない場合において、

合葬式墓地を使用する必要がなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出な

ければならない。この場合において、当該届出に係る合葬式墓地の使用権は、消滅

する。 

２ 合葬式墓地使用者は、前条第１項の規定により合葬式墓地の使用の許可を取り消

されたときは、直ちにその使用に係る場所を返還するとともに、納骨室に埋蔵され

ている焼骨があるときは、当該焼骨を引き取らなければならない。 

３ 前項の場合において、市長は、合葬式墓地使用者の所在が不明なとき、又は焼骨

を引き取らないときは、焼骨を無縁として処置することができる。 

（生前登録） 

第２８条 次に掲げる要件を満たしている者は、自己の死亡後における自己の焼骨に

係る合葬式墓地の使用について、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長の

登録（以下「生前登録」という。）を受けることができる。 

（１）現に一般墓地の使用の許可を受けていないこと又は現に一般墓地の使用の許可

を受けている場合で一般墓地を返還すること。 

（２）前号に定めるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。 

２ 生前登録を受けようとする者は、当該生前登録の申請に当たり、自己が死亡した

際に祭祀を主宰する者（次項において「祭祀主宰予定者」という。）を定めるもの

とする。 

３ 祭祀主宰予定者は、生前登録を受けた者（次条において「生前登録者」という。）
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の死亡後、合葬式墓地を使用しようとするときは、第４条第１項の許可を受けなけ

ればならない。この場合においては、第１９条の規定は、適用しない。 

（生前登録の取消し） 

第２９条 市長は、生前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、生前登録を

取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の行為により生前登録を受けたとき。 

（２）墓地に係る法令の規定に違反したとき。 

（３）その他生前登録が適当でないと市長が認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定による生前登録の取消しを行ったときは、その旨を生前登録

者に通知するものとする。 

（準用） 

第３０条 第６条第１項、第８条及び第１３条の規定は、合葬式墓地について準用す

る。この場合において、同条（見出しを含む。）中「使用料及び管理料」とあるの

は、「使用料」と読み替えるものとする。 

  第４章 雑則 

   附 則 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

２ この条例の施行前に改正前の各務原市営墓地条例の規定により行われた処分、手

続その他の行為は、改正後の各務原市営墓地条例の一般墓地に係る相当規定により

行われた処分、手続その他の行為とみなす。 

13





議第８７号

   各務原市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正す

る条例について

 各務原市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定めるものとする。

  平成３０年１１月２９日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

 鵜沼西町第二地区地区計画の区域内における建築物等に関する制限を定めるため、

この条例を定めようとする。
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   各務原市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正す

る条例

各務原市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例（平成２３年条例第

９号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「敷地面積は、」の次に「それぞれ」を加える。

別表第１に次のように加える。

鵜沼西町第二地区地区

整備計画区域

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された鵜沼西

町第二地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められ

た区域

別表第２に次のように加える。

３ 鵜沼西町第二地区地区整備計画区域

区 域 制  限

全域 用途の制限 （１）法別表第２（り）項に掲げる建築物

（２）住宅

（３）住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼

ねるもの

（４）共同住宅、寄宿舎又は下宿

（５）工場（自動車若しくは自動車用品の販売を主たる目

的とする店舗又はガソリンスタンドに附属する作業場

で、その床面積の合計が３００平方メートル以下のも

のを除く。）

（６）畜舎

（７）勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類

するもの

（８）倉庫（前各号の建築物以外の建築物に附属するもの

を除く。）

建築物の敷

地面積の最

低限度

３００平方メートル

附 則

この条例は、平成３１年１月１日から施行する。
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議第８８号 

工事請負契約の締結について 

次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

平成３０年１１月２９日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

１ 契約の目的   市民会館空調設備改修工事 

２ 契約の方法   一般競争入札 

３ 契約の金額   ２３９，７６０，０００円 

４ 契約の相手方  各務原市鵜沼川崎町１丁目９番地 

           川崎・石田特定建設工事共同企業体 

            代表者 各務原市鵜沼川崎町１丁目９番地 

                 川崎設備工業株式会社 各務原営業所 

                  所長 山 内 新 一 

            構成員 各務原市鵜沼羽場町１丁目１７２番地１ 

                 石田水道株式会社 

                  代表取締役 石 田 清 美 
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議第８９号 

工事請負契約の締結について 

次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

平成３０年１１月２９日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

１ 契約の目的   市民会館舞台照明設備改修工事 

２ 契約の方法   一般競争入札 

３ 契約の金額   １５１，２００，０００円 

４ 契約の相手方  愛知県名古屋市東区武平町５丁目１番地 

           丸茂電機株式会社 名古屋営業所 

            所長 田 中 徹 
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議第９０号

   財産の無償譲渡について

 次のとおり財産を無償譲渡するものとする。

  平成３０年１１月２９日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

１ 無償譲渡する財産

名   称  認定こども園各務保育園（旧各務保育所）

所 在 地  各務原市各務おがせ町４丁目１２８番地１

（１）建物（附属設備一式を含む。）

構   造 鉄筋コンクリート造２階建

延べ床面積 ７０４．６４平方メートル

（２）工作物・立木一式

２ 無償譲渡の相手方

  各務原市各務西町５丁目１８９番地

   学校法人長屋学園 理事長 加 納 美 智 子

３ 無償譲渡の理由

平成２１年に民営化した認定こども園各務保育園（旧各務保育所）の園舎等を無

償で譲渡することにより、相手方が今まで以上に安定的かつ良質な保育の実施を図

ることができるようにするため。

４ 無償譲渡する日

  平成３１年４月１日
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議第９１号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

  平成３０年１１月２９日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   各務原市那加福祉センター 

   各務原市那加西福祉センター 

   各務原市那加南福祉センター 

   各務原市稲羽コミュニティセンター 

   各務原市稲羽西福祉センター 

   各務原市稲羽東福祉センター 

   各務原市鵜沼福祉センター 

   各務原市鵜沼東福祉センター 

   各務原市陵南福祉センター 

   各務原市蘇原福祉センター 

   各務原市蘇原コミュニティセンター 

   各務原市各務福祉センター 

   各務原市総合福祉会館 

   各務原市川島健康福祉センター 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   各務原市那加桜町１丁目６９番地 

    一般財団法人各務原市施設振興公社 

     代表理事 金 武 久 

３ 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第９２号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

  平成３０年１１月２９日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   各務原市福祉の里  あすなろ 

             ぽぷら 

             つくし 

             たんぽぽ 

             さくら 

             支援センター 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   各務原市須衛稲田７番地 

    社会福祉法人各務原市社会福祉事業団 

     理事長 紙 谷 清 

３ 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第９３号

   公の施設の指定管理者の指定について

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。

  平成３０年１１月２９日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

   各務原市高齢者生きがいセンター稲田園

２ 指定管理者となる団体の名称

   各務原市須衛稲田７番地

    社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

     理事長 紙 谷 清

３ 指定の期間

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第９４号

   公の施設の指定管理者の指定について

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。

  平成３０年１１月２９日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

   各務原市高齢者生きがいセンター川島園

２ 指定管理者となる団体の名称

   各務原市那加桜町１丁目６９番地

    一般財団法人各務原市施設振興公社

     代表理事 金 武 久

３ 指定の期間

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで
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議第９５号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

  平成３０年１１月２９日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   各務原市商工振興センター 

各務原市東亜町会館 

各務原市南産業会館 

各務原共同福祉施設各務原勤労会館 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   各務原市那加桜町１丁目６９番地 

    一般財団法人各務原市施設振興公社 

     代表理事 金 武 久 

３ 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第９６号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

  平成３０年１１月２９日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   各務原市指定文化財皆楽座 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   各務原市那加桜町１丁目６９番地 

一般財団法人各務原市施設振興公社 

     代表理事 金 武 久 

３ 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第９７号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

  平成３０年１１月２９日提出 

                   各務原市長  浅 野 健 司      

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   各務原市総合体育館 

   各務原市那加地区体育館 

   各務原市稲羽地区体育館 

   各務原市鵜沼地区体育館 

   各務原市鵜沼西地区体育館 

   各務原市蘇原地区体育館 

   各務原市川島スポーツ公園プール 

   各務原スポーツ広場 

   各務野スポーツの森テニスコート 

   各務原市川島スポーツ公園テニスコート 

   各務原市川島スポーツ公園野球場 

   各務原市民球場 

   各務原市飛鳥球場 

   各務原市川島スポーツ公園多目的グラウンド 

   各務原勤労者総合グラウンド 

   各務原市弓道場 

   各務原市総合運動公園 

   各務原市川島小網堤外グラウンド 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   各務原市那加桜町１丁目６９番地 

    一般財団法人各務原市施設振興公社 

     代表理事 金 武 久 

３ 指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第９８号

   公の施設の指定管理者の指定について

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。

  平成３０年１１月２９日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

   各務原リバーサイド２１

２ 指定管理者となる団体の名称

   各務原市那加桜町１丁目６９番地

    一般財団法人各務原市施設振興公社

     代表理事 金 武 久

３ 指定の期間

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで
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議第９９号

   市道路線の認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次のとおり市道

路線を認定するものとする。

  平成３０年１１月２９日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

開発行為により設置された道路を市道として認定しようとする。

路線名
起      点 重要な

経過地終      点

市道 

鵜１４０２号線

各務原市鵜沼羽場町３丁目２３６番７   地先から 

各務原市鵜沼羽場町３丁目２３６番９   地先まで 

市道 

鵜１４０３号線

各務原市鵜沼各務原町２丁目８７番１２  地先から 

各務原市鵜沼各務原町２丁目８７番５   地先まで 

市道 

鵜１４０４号線

各務原市鵜沼各務原町２丁目８７番８   地先から 

各務原市鵜沼各務原町２丁目８７番６   地先まで 
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議第１００号

   市道路線の認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次のとおり市道

路線を認定するものとする。

  平成３０年１１月２９日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

市道那３７８号線道路改良事業に伴い、整備する周辺道路を市道として認定しよう

とする。

路線名
起      点 重要な

経過地終      点

市道 

那１１３２号線

各務原市那加長塚町１丁目５０番１    地先から 

各務原市那加兼橋町１０番        地先まで 
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議第１０１号

   市道路線の廃止及び認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項及び第８条第２項の規定によ

り、次のとおり市道路線を廃止及び認定するものとする。

  平成３０年１１月２９日提出

                   各務原市長  浅 野 健 司     

提案理由

 商業拠点の形成に伴い、市道路線の再編成をするため、それぞれ廃止及び認定しよ

うとする。

１ 廃止路線

路線名
起      点 重要な

経過地終      点

市道 

鵜１０８１号線

各務原市鵜沼西町３丁目７０番１     地先から 

各務原市鵜沼西町３丁目３２８番     地先まで 

市道 

鵜１０８３号線

各務原市鵜沼西町３丁目１８７番     地先から 

各務原市鵜沼西町３丁目２６０番     地先まで 

市道 

鵜１０８４号線

各務原市鵜沼西町３丁目２３６番     地先から 

各務原市鵜沼小伊木町４丁目１７８番１  地先まで 

２ 認定路線

路線名
起      点 重要な

経過地終      点

市道 

鵜１０８１号線

各務原市鵜沼西町３丁目７０番１     地先から 

各務原市鵜沼西町３丁目３１８番     地先まで 

市道 

鵜１０８３号線

各務原市鵜沼西町３丁目２６３番     地先から 

各務原市鵜沼西町３丁目２６０番１    地先まで 
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市道 

鵜１０８４号線

各務原市鵜沼西町３丁目３４５番     地先から 

各務原市鵜沼小伊木町４丁目１７８番１  地先まで 

市道 

鵜１４０１号線

各務原市鵜沼西町３丁目２３９番     地先から 

各務原市鵜沼西町３丁目２９０番     地先まで 
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